
委員会提出議案第 ３ 号

議会政務活動費交付条例の一部を改正する条例

みだしの件について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 109 条第６項及び議会

会議規則第 13 条第３項の規定により提出する。

令和 ３ 年 ６ 月２２日提出

議会運営委員会

委員長 江 川 慶 子

提案理由

行政手続における押印廃止の動きを受け、政務活動費の手続きを見直し、様式への押

印を廃止するため、この条例案を提出するものです。

1



議会政務活動費交付条例の一部を改正する条例

議会政務活動費交付条例（平成13年条例第１号）の一部を次のように改正する。

別記様式中

「熊 取 町 長

熊取町議会議長 殿」を

「報告先 熊 取 町 長

熊取町議会議長」に改め、

「印」を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議会政務活動費交付条例（平成13年条例第１号）の一部を改正する条例 新旧対照表

改正案 現行

別記様式（第７条関係） 別記様式（第７条関係）
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